[bookmark: LWG=5c64d12f-b601-4fd4-bcc9-82d2ef2f3d09]田辺市地域組織活動費補助金交付要綱

[bookmark: LWG=ba609e44-166d-4736-91d2-8b125b42cb0a]（趣旨）
第1条　 この要綱は、地域住民の積極的な参加による地域活動を促進し、子供たちが健やかに成長できる地域社会の実現を図ることを目的として、地域組織活動を実施する団体（以下「地域活動団体」という。）に対し、田辺市地域組織活動費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、田辺市補助金等交付規則（平成17年田辺市規則第47号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

[bookmark: LWG=649d3c1c-3168-4ca7-8e3e-6097a6a81fc4]　（地域活動団体の要件）
第2条　 この要綱による補助金の交付を受けることができる地域活動団体（以下「補助対象団体」という。）は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1)　 １小学校区内の地域に居住する児童・生徒の保護者による連帯組織等、児童の健全な育成に寄与する自主的な団体であって、その会員がおおむね30人程度であること。
(2)　 会員の互選による会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、その運営を会員の協議により行うものであること。
(3)　 児童厚生施設その他の公共施設と有機的な連携を持つ活動を実施するものであること。
(4)　 政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。
(5)　 営利を目的とした事業を行う団体でないこと。
(6)　 その収入及び支出の状況を常に明確にしておくこと。
(7)　 他の補助対象団体に属していないこと。

[bookmark: LWG=f35cd4a7-9793-405f-8959-07fbf970d00b]（補助対象事業）
第3条　 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、第１条に規定する目的を達成するために、補助対象団体が実施する次のいずれかに該当する事業とする。
(1)　 親子及び世代間の交流並びに文化活動に関する事業
1　 主に親子の交流及び文化活動
2　 三世代の交流及び文化活動
3　 その他の交流及び文化活動
(2)　 児童養育に係る研修に関する事業
1　 児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育等に関する研修会
2　 地域での児童健全育成の向上に関する研修会
(3)　 児童の事故防止等に関する事業
1　 遊び場の安全点検活動
2　 交通安全活動
3　 非行防止活動
4　 その他の活動
(4)　 その他児童福祉の向上に寄与する事業
(5)　 児童館日曜等開館活動

[bookmark: LWG=173eff03-43bd-4439-8b8c-4c48b5379c3d]（補助対象経費）
第4条　 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、参加者個人に係る飲食費、組織の会員及びその家族に対する人件費、謝礼等は、補助対象経費としない。

[bookmark: LWG=0ed78fd0-a937-46db-8a9c-723063442b68]（補助金の交付額）
第5条　 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

[bookmark: LWG=0adaa9b9-d0bd-4f84-b5f9-f1405ce8faf7]（補助金の交付申請）
第6条　 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、田辺市地域組織活動費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　 地域組織活動事業予定行事明細書（様式第１号の１）
(2)　 地域組織関係事業計画及び関係収支予算書
(3)　 地域活動団体の会則及び運営要項
(4)　 地域活動団体の役員名簿
(5)　 地域活動団体の構成員名簿（様式第１号の２）
(6)　 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

[bookmark: LWG=6fbf7659-f3bd-41bc-b537-aa39033894dd]（補助金の交付決定）
第7条　 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、田辺市地域組織活動費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助対象団体に通知するものとする。
2　 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該交付決定に関し条件を付すことができる。

[bookmark: LWG=806822e3-c730-4c5f-8cd4-773e625b6270]　（補助事業の変更等）
第8条　 補助対象団体は、補助金の交付決定を受けた後において、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに田辺市地域組織活動費補助金補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の軽微な変更に係る場合であって、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
2　 市長は、補助対象団体から前項の規定による補助対象事業の変更（中止・廃止）の承認申請があったときは、速やかにその変更内容を審査し、田辺市地域組織活動費補助金補助事業変更（中止・廃止）承認・不承認通知書（様式第４号）及び田辺市地域組織活動費補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により、補助対象団体に通知するものとする。

[bookmark: LWG=66ee231f-4417-4ecf-902d-3170ab41b6db]（実績報告）
第9条　 補助対象団体は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業の終了が３月となった場合は３月31日までに、田辺市地域組織活動費補助金補助事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　 地域組織活動事業実績報告明細書（様式第６号の１）
(2)　 地域組織事業実績及び収支決算報告書
(3)　 活動の資料
　支出を証する書類
　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

[bookmark: LWG=63657d41-110d-41a6-9994-bce0f267cc20]（補助金の額の確定）
第10条　 市長は、前条に規定する報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類等により当該補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するかどうか審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、田辺市地域組織活動費補助金確定通知書（様式第７号）により、補助対象団体に通知するものとする。

[bookmark: LWG=83e4beda-1278-447e-875e-a1fb7bd5fae4]　（補助金の請求）
第11条　 補助対象団体は、前条に規定する補助金の額の確定通知を受けたときは、田辺市地域組織活動費補助金交付請求書（様式第８号）により、市長に補助金の請求をするものとする。

[bookmark: LWG=c94eef1b-bd1c-402e-a637-b858ac86b823]（補助金の交付）
第12条　 補助金の交付は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。
2　 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助対象団体に対し、補助金を交付するものとする。

　（補助金交付決定前の着手）
第13条　 補助対象団体は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、田辺市地域組織活動費補助金交付決定前着手届（様式第11号）を市長に提出するものとする。

[bookmark: LWG=c85cc3b8-1763-40c4-8345-ddccfb551479]　（補助金の概算払）
第14条　 市長は、補助対象団体の活動の遂行上で必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2　 補助対象団体は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、田辺市地域組織活動費補助金概算払請求書（様式第９号）を市長に提出するものとする。

[bookmark: LWG=9e4c3121-1789-46d5-87d8-ca6f877aee61]　（交付決定の取消し）
第15条　 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)　 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)　 補助金を他の用途に使用したとき。
(3)　 補助事業を遂行できなくなったとき。
(4)　 前３号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
2　 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、田辺市地域組織活動費補助金交付決定取消通知書（様式第10号）により、補助対象団体に通知するものとする。

[bookmark: LWG=971c2700-99cb-4f1a-944d-6ee866e5e6e4]（補助金の返還）
第16条　 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助対象団体に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

[bookmark: LWG=b4d9154b-e84a-4e86-af30-033471ad2401]（証拠書類の保存）
第17条　 補助対象団体は、補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、当該補助事業完了の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。

[bookmark: LWG=e702f80f-ba76-4c0f-b58a-0a7cd28e566b]（その他）
第18条　 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
[bookmark: LWG=ed85b5c9-bac8-4124-a022-3b2da4520834]
　　　附　則
　この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

[bookmark: LWG=5d1a6bbe-ecc7-4ffc-9f4b-75147931564c]附　則
この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

[bookmark: LWG=c9174fcb-0054-4c76-ad1f-396f223f530c]附　則
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

　　附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
